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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 
 

民商法の改正案 

 

今般、上院において民商法の改正案が承認されました。この改正案は、現在の

柔軟な会社実務に対応して民商法を現代化することを目的としており、パート

ナーシップや法人に関連する重要な規定の改正が行われます。 

 

主な改正内容は、以下のとおりです。 

• 株式会社の設立 

• 株主総会 

• 配当 

• 株式会社の解散事由 

• 株式会社の合併 

 

1. 株式会社の設立 

改正案では、現行で株式会社の設立に際して最低 3 名の発起人を要求している

民商法 1097 条を含む、株式会社の設立に関連する規定の改正が予定されてい

ます。改正後は、会社の設立に際して必要となる発起人の必要最低人数が 3 名

から 2名に変更されます。 

 

2. 株主総会 

改正案では、株主総会開催の手続が簡素化されます。現行の民商法 1175 条で

は、定時株主総会か臨時株主総会を問わず、株主総会開催に係る招集通知を少
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なくとも 1 回は地方紙で公告するとともに、株主名簿に登録されている全株主

に対して書留郵便で招集通知を送付することが求められています。改正後は、

無記名式の株式を発行している会社を除き、新聞公告の掲載が不要となりま

す。無記名式株式を発行している会社は限られており、また、公告が必要な場

合には地方紙による公告と電子的公告の選択適用が可能となり、公告手続が軽

減されます。電子公告手続の詳細は、改正民商法 1175 条に基づく省令で定め

られます。 

 

民商法 1178 条では、株主総会の定足数に関して、会社の資本の 4 分の 1 以上

の株式を有する株主の出席が求められています。改正案では、会社の資本の 4

分の 1 以上の株式を有する株主が出席し、かつ、2 名以上の株主又はその代理

人の出席が必要であることが明記されます。この改正は、株主総会には 2 名以

上の株主の出席が必要であり、株式数の要件を満たした 1 名の株主の出席では

不十分とする実務慣行を明確化するものです。 

 

3. 配当 

現行の規定では、株主総会又は取締役の決議日から 1 カ月以内に配当の支払を

行うことが求められています。改正案では、株主総会又は取締役の決議日から

1カ月以内に配当の全てが支払われるべき旨が明確化されます。 

 

4. 株式会社の解散事由 

民商法は、裁判所が株式会社に解散を命じることができる一定の事由を規定し

ています。現行の民商法 1237 条は、株主が 3 名未満になることを解散命令事

由として規定していますが、改正案では株主が 1 名になることに変更されま

す。 

 

5. 株式会社の合併 

改正案によってもたらさせる最も顕著な変更点の 1 つは、新設合併に加える形

で吸収合併の概念を導入したことです。この改正は、民商法を国際的な会社実

務やM＆A実務と調和させ、民商法に含まれる規定を現代化するものです。 

 

改正後の規定では、(i) 新設合併（新規に法人が設立され、既存法人は消滅す

る）及び (ii) 吸収合併（法人が他の 1 つ以上の法人と統合され、存続する 1 つ

の法人以外は消滅する）の 2 つの方法により会社を統合することができます。

現行の民商法では新設合併だけが認められています。改正案によれば、新設合

併と吸収合併のいずれの場合でも株主総会の特別決議が必要であり、特別決議

は株主総会で可決された日から 14日以内に登録されなければなりません。 

 

デロイトの見解 

 

この改正案は、施行されれば、民商法を現代の会社実務に調和させ、民商法の

規定を現代化するものです。改正案は、現行の民商法では利用できないツール

へのアクセスを許可し、会社がより効果的かつ効率的に義務を履行するのに役

立ちます（例えば、株主通知のための新聞公告を減らします）。さらに、改正

案による民商法の重要な変更点の 1 つは会社統合に係るものであり、初めて合

併の概念が導入されます。 

 

改正案は上院の第 3回及び最終会議で承認され、下院は 2022年 9月 14日に審

議を完了しており、まもなく公布される予定です。 
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